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空家は放置すれば負の遺産 活用すれば地域の宝

空家等除却促進に関する協定書の締結について
～官民連携による空家除却促進事業～

（株式会社ジチタイアド）



○滋賀県より10年以上先駆けた2000年頃をピークに人口減少の局面に入っており、国立社会保障・人口問
題研究所の推計では、今後も人口が減り続け、2040年には現在より1万人近く減少する見通しとなっています。
○また、今後も生産年齢人口および年少人口は減少し、高齢者人口は増加することが予測され、少子高齢化
が加速する見通しとなっています。

１ 事業背景
（１）人口推移と予測

2

39,335 
41,251 

38,719 
37,232 

34,094 
30,788 

8,685 

5,229 4,767 4,132 3,623 

25,554 
22,725 21,395 

18,740 
15,913 

5,096 
10,765 11,070 11,221 11,252 

1,759 

5,701 5,948 6,599 6,608 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

総人口 年少人口(15歳未満) 生産年齢人口(15～64歳） 高齢者人口(65歳以上) 75歳以上

（人）【年齢区分別人口の推移】

※「国勢調査」および「国提供人口分析シート（暫定版）」に基づき算出
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１ 事業背景

○市内の空家等は年々増加傾向にあり、令和３年度の空家等実態調査から、1,170戸の空家等が存在す
ることが分かりました。地域ごとに大きな偏りはなく、市内全域で空家の増加が進んでいます。
○一方で、高齢独居世帯数は、平成12年に比べて倍増しており、今後も増加することが見込まれ、空家数も
増加する恐れがあります。
【空家等戸数の推移】

（単位：戸）

※平成19年度から30年度および令和３年度は、自治会アンケート調査の結果
※令和２年度は、令和元年度から令和２年度の２か年で実施した空家等実態調査の結果
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（２）市内の空家等の推移

1,170

【高齢独居世帯数の推移】 （単位：世帯）
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１ 事業背景
（３）空家等に対する苦情・相談状況

○空家等に対する苦情や相談は年々増加傾向にあり、これまでの相談件数のうち、約半数は引き続き指導
中となっています。令和２年度の空家等所有者意識調査の結果から、解体・除却費用の負担が大きいこと
や、更地にすると固定資産税の軽減措置が受けられなくなることが、解決を妨げている主な要因であることが分
かりました。

【空家等に対する指導状況】 （単位：件）

※令和４年３月1日現在

苦情・相談 特定空家等
認定数

山東地域 39 8

伊吹地域 11 1

米原地域 77 4

近江地域 21 3

合 計 148 16

（単位：件）
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２ 空家等を放置することのデメリット

※出典：株式会社クラッソーネ



（株式会社ジチタイアド）

〇空家バンクに掲載できない物件
の流通支援（０円マッチング）

〇相続、遺品整理、剪定など
に関するサポート窓口

〇各種啓発支援
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３ 協定締結の目的と概要
（１）協定締結の目的と概要

○人口減少や少子高齢化等による空家等の増加に伴い、本市への空家等に関する苦情・相談は年々増加
傾向にあります。相談案件のうち、約半数は解決に至っておらず、粘り強く指導等を続けているのが現状です。
〇解決に至らない主な要因は、解体費用の負担が大きいことが挙げられます。また、所有者からは、解体費用
がどれだけかかるか分からない、解体事業者の探し方が分からない、家財道具の処分をどのように進めれば良い
か分からないといった相談が寄せられています。
〇そこで、空家等の除却に対するノウハウを有する民間事業者と連携することで、周辺住民に悪影響を及ぼす
空家等の除却を促進するため、今回、以下の２事業者と連携協定を締結するものです。
〇今後は、空家所有者への指導等の際に、両事業者のチラシ等を同封する中で、除却促進を図ります。

〇解体費用シミュレーターの提供
〇解体工事に関するサポート窓口
〇各種啓発支援

連携協定

連携協定

（読み：アキソル）
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３ 協定締結の目的と概要
（２）株式会社クラッソーネとの協定内容

※作成：株式会社クラッソーネ



8

３ 協定締結の目的と概要
（３）株式会社ジチタイアド（akisol）との協定内容

※作成：株式会社ジチタイアド

（読み：アキソル）



〇市では空家の解体撤去費用を少しでも抑えられるように、平成30年４月に市内の木材リサイクル会社であ
る山室木材工業（株）と、「空家等の除却および再資源化等の促進に関する協定書」を締結しました。
〇この協定により、市内の空家等から発生した木材廃棄物の処分を、山室木材工業（株）に依頼した場
合、無償または特別価格で処分していただけることとなりました。
〇回収された木材は、紙製品へのリサイクルや、バイオマス発電の燃料として利用されます。
山室木材工業（株）TEL：0749-57-0101

（１）山室木材工業株式会社との連携協定
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【参考】 本市におけるその他の連携協定

平成30年４月 連携協定書締結（米原市役所）



【参考】 本市におけるその他の連携協定
（２）一般社団法人 古民家再生協会滋賀との連携協定
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平成30年９月 連携協定書締結（米原市役所）

○空家が増加する一方で、社会全体の古民家に対する価値が見直されつつあり、地域活性化の鍵になると期
待されています。そこで、特定空家等の発生を抑制するとともに、本市への移住定住の促進と地域コミュニティの活
性化を図ることを目的に、平成30年９月に古民家（空家）の有効活用に関する専門的なノウハウを有する、
（一社）古民家再生協会滋賀と連携協定を締結しました。
○（一社）全国古民家再生協会では、古民家ツーリズム推進にむけて、平成30年９月22日に㈱JTBと包括
協定を締結し、ロングステイ財団とも業務提携し、その強化地域に、全国で米原市と長浜市を指定されました。
○当該連携協定に基づき、①空家・古民家を活用した地域活性化策の推進、②空家バンクの機能強化、③情
報発信を連携して進めています。
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〒521－8501 滋賀県米原市米原1016番地
米原市役所 まち整備部 経済振興局 シティセールス課 担当：鹿取（かとり）

TEL:0749-53-5140 / FAX:0749-53-5139
E-mail: visit@city.maibara.lg.jp

空家は放置すれば負の遺産 活用すれば地域の宝


